
福岡県中小企業者等月次支援金

新型コロナウイルス感染症緊急事態措置、まん延防止等重点措置及び都道府県の要請
による、飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の影響により、売上が大きく減少し
ている中小企業者等に対して、事業の継続を支援する月次支援金を給付します。

① ９月分：２０２１年１０月１日（金）～１１月３０日（火）
１０月分：２０２１年１１月１日（月）～２０２２年１月１８日（火）

② ９月分：２０２１年１０月１日（金）～１１月３０日（火）
１０月分：２０２１年１１月１日（月）～２０２２年１月１８日（火）
※５月・６月・７月・８月分の申請受付は終了しております。

※Ｗｅｂ、郵送での申請となります。

①県内（政令市を除く）に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
②県内（北九州市を除く）に本社・本店のある酒類販売事業者（中小事業者等）

対象者

①法人 上限１０万円／月、個人事業者 上限５万円／月 (売上30～50％減少）

② （ア） 法人 上限２０万円／月、個人事業者 上限１０万円／月（売上50～70％減少）

（イ） 法人 上限４０万円／月、個人事業者 上限２０万円／月（売上70～90％減少）

（ウ） 法人 上限６０万円／月、個人事業者 上限３０万円／月（売上90％以上減少）

（エ） 法人 上限１０万円／月、個人事業者 上限５万円／月 （２か月連続売上15～30％減少）

※９月・１０月分をそれぞれ申請可能です。
【算出方法】
２０１９年（又は２０２０年）9月（又は１０月）の売上 ー ２０２１年同月の売上
（②（ア）～（ウ）については、上記算出方法から国の支援金額を差し引いた額）
※①、②とも福岡県感染拡大防止協力金の給付対象者は対象外です。

給付額

申請期間

給付対象
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①飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、２０２１年９月・１０月の月間売上が、
２０１９年（又は２０２０年）の同月比で３０％以上５０％未満減少していること。

②－１ 酒類の提供を停止する（１０月は酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む）飲食店
と取引があり、２０２１年９月・１０月の売上にかかる国の月次支援金の給付対象者であって、２０１９年
(又は２０２０年）の同月比で、(ア）５０％以上７０％未満減少していること、（イ）７０％以上９０％未満減
少していること、又は（ウ）９０％以上減少していること。

②－２ 酒類の提供を停止する（１０月は酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む）飲食店
と取引がある酒類販売事業者であって、２０２１年８月～９月、又は９月～１０月の月間売上が２か月連

続で、２０１９年(又は２０２０年）の同月比で、（エ）１５％以上３０％未満減少していること。
※５月・６月・７月・８月分の申請受付は終了しております。

給付要件

福岡県中小企業者等月次支援金コールセンター

電話：０１２０－８７６－８６６（平日９時～１７時）
ホームページ：

http://www.getsujishienkin.pref.fukuoka.lg.jp/

問い合わせ先

福岡県

福岡県中小企業者等月次支援金は課税対象となります。詳細については、所轄の税務署までお問い合せください。

http://www.getsujishienkin.pref.fukuoka.lg.jp/

